
本論文は, 法律上の任意規定や実務上の取引慣行が

契約締結時における当事者の行動に及ぼす影響につい

て考察するものである｡ 法律において一定のルールが

定められてはいるものの, 当事者がそれとは異なる合

意をすることでその適用を排除できるという場合, そ

のルールを任意規定という｡ 一般的な理解によれば,

任意規定は契約当事者の意思が明確でない場合に契約

内容を補充する規範であり, したがって合理的な当事

者が望むであろう内容を定めるものだとされている｡

これに対し, 任意規定が契約当事者の行動に与える影

響に着目して, その機能を分析するという試みも行わ

れている｡ 情報を有する当事者に不利な任意規定を定

めることで交渉への動機付けを行い, 交渉の過程にお

ける情報開示を促進するというペナルティ・デフォル

ト・ルール (penalty default rules) に関する議論や,

本論文の中でもふれられている ｢保有効果｣ (あるい

は ｢授かり効果｣)(endowment effect) に関する議論

がそれである｡ 本論文もそのような研究の 1つに位置

付けられるものであるが, その対象は法律上の任意規

定に限られず, 実務上の取引慣行をも含んでいる (以

下で ｢任意規定｣ という場合には, 両者の意味を含む

ものとする)｡

本論文の第Ⅰ章では, 序論として, 著者の問題意識

が示されている｡ 著者はまず, 基本的な認識として,

多くの局面で任意規定 (default rules) からの逸脱に

対する躊躇が見られると指摘する｡ ここで重要なのは,

そのような躊躇が契約内容の修正に伴う取引費用の発

生や契約の価値 (direct value) の低下といった客観

的な事情によって説明し尽くされるものではないとい

うことである｡ 著者は, 任意規定が持つこのような性

質を, ｢固着性｣ (stickiness) と呼んでいる｡

第Ⅱ章では, この ｢固着性｣ について分析を行う先

行研究が整理されている｡ たとえば Korobkin

(1998a) は, 自分の所有物の価値をそれ以外のものよ

り高く評価するという ｢保有効果｣ が任意規定に対す

る契約当事者の態度にも当てはまるとすると, 当事者

は任意規定からの逸脱を選択しにくくなると指摘して

いる｡ 同じく Korobkin (1998b) は, 意思決定に伴

う後悔を回避するために積極的な行動を控えるという

｢後悔回避｣ (regret avoidance) によっても, 任意規

定を修正することに慎重な契約当事者の行動を説明で

きるとする｡ 一方, Spier (1992) は ｢シグナリング

効果｣ (signaling effects) に着目する｡ そこでは, ス

ポーツ選手の雇用契約において故障の際に一定の報酬

を保障する条項 (以下, ｢故障条項｣ とする) が例と

して挙げられている｡ 選手はチームよりもリスク回避

的なので, 故障条項を採用する一方で選手の報酬をそ

れに見合う分だけ減額するという契約は合理的である｡

しかし, 故障条項が普及していない中で選手がこのよ

うな条項を提案した場合, チームは ｢怪我に弱い選手

である｣ という推測を行い, それによって故障条項に

見合う以上の報酬の減額を要求する可能性がある｡ そ

のため, 選手は, そのような提案を控えることになる

のである｡ また Johnston (1990) は, 任意規定から

の逸脱を提案することが重要な情報の開示をもたらす

場合には, そのような提案を行わないという戦略的行

動が採られうることを指摘している｡

第Ⅲ章では, ｢シグナリング効果｣ に着目する Spier

や Johnston などの見解を基礎として, 著者による分

析が展開される｡ そこでは再び上記の故障条項の例が

取り上げられ, 今度は故障条項を採用することが一般

的であるという仮定が採られている｡ そこで著者は,

選手が故障条項は不要であると申し出た場合, その提

案は ｢故障しにくい選手である｣ という推測をもたら

しうる一方で, ｢競技に全力を尽くさないのではない

か｣ という懸念を生じさせる可能性もあるのだと言う｡

契約交渉における提案は相手に多様なシグナルを送る

可能性があるが, 一見すると積極的な評価と結び付き

そうな提案であっても, そこに付随する消極的な評価

を相手が重視することもあるという指摘である｡ そし
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て, このような事態を, 著者は ｢不知に対する不安｣

(fear of the unknown) によって説明している｡ 未

知の相手との交渉においては意に反した行動や機会主

義的な行動によって利益を害されるリスクを考慮しな

ければならないが, そのような状況では相手の定型的

な行動が安心につながり, 非定型的な行動は不安をも

たらすという考えである｡ このように考える場合,

｢情報を持たない当事者は, 任意規定からの逸脱を危

険な信号の現われとみなす｣ のである｡ 著者は, この

ような理解の基礎を, 意思決定の主体が一般に不確定

のリスク (曖昧な情報) よりも確定したリスク (明確

な情報) を好むことを示す ｢曖昧性忌避｣ (ambiguity

aversion) という社会心理学の概念に求めている｡ そ

して, 任意規定の ｢固着性｣ に関するこのような理解

を前提とする場合, 一方で, 任意規定からの逸脱の頻

度が稀であるほどその ｢固着性｣ が強まるという循環

が生じ, 他方で, 逸脱が頻繁に行われるほどその ｢固

着性｣ が弱まるという循環が生じるはずであると指摘

している｡ 以上の考察から得られる法政策上の示唆の

1つは, 任意規定の ｢固着性｣ が認められる限りはペ

ナルティ・デフォルト・ルールの機能が妨げられるこ

とになるが, ペナルティが十分に重ければ任意規定か

らの逸脱の動機が生じ, それが ｢固着性｣ を弱めるこ

とになる (ペナルティ・デフォルト・ルールが機能す

るようになる) というものである｡

続いて, 第Ⅳ章では, 任意規定の ｢固着性｣ につい

ての実証的な検討が行われている｡ そこで取り上げら

れている例の中の 1つが, 雇用保障に関する問題であ

る｡ 具体的には, アメリカのカリフォルニア州とバー

ジニア州が比較の対象とされている｡ いずれの州も雇

用の終了に関しては正当事由を要求しない随意雇用

(employment at will) 原則を採用しているが, 信義

誠実 (good faith) や黙示の契約 (implied contracts)

といった契約の解釈準則の違いから, 前者は解雇に関

して自由な州であり, 後者は解雇に関して厳格な州で

あるとされている｡ ここで仮に, カリフォルニア州の

制度が効率的であるとすれば, そこで任意規定からの

逸脱が選択される頻度は, バージニア州と比べて低く

なるはずだという仮定が置かれている｡ しかし結果は,

この 2つの州の間にそのような逸脱の頻度に関する差

異は生じておらず, いずれの州においても一定割合の

使用者が任意規定に従っていた｡ 著者は, このような

調査研究から, 解雇に関する任意規定は ｢固着性｣ を

持っているとの結論に至っている｡

最後に, 本論文の意義について若干の指摘を行いた

い｡ まず, 第Ⅳ章における議論は, 実証的な検討の素

材となるデータが限られているため, 分析結果の当否

については議論の生じうるところのように思われる｡

むしろ, 任意規定の ｢固着性｣ について論じる第Ⅲ章

にこそ, 本論文の意義が認められよう｡ 独自の視点か

ら任意規定の ｢固着性｣ を論じるとともに, 一定の法

政策上の示唆を提示する著者の分析は, 第Ⅱ章で紹介

されている先行研究と並んで, 任意規定や雇用慣行の

存在が労働契約に与える影響を検討するに当たっての

有益な示唆を含むものである｡ わが国の雇用政策に目

を向けてみても, 非正規労働者の処遇改善, 短時間正

社員制度の導入, ワーク・シェアリングの導入といっ

た政策課題を努力義務のようなソフト・ローを介して

実現しようと試みる場合には, 既存の雇用慣行 (de-

fault rules) の修正という課題に直面することになる｡

本論文は, このような政策を論じる際の方法論 雇

用慣行の ｢固着性｣ を認識し, 具体的な施策がこの

｢固着性｣ に及ぼす影響を評価する必要がある と

の着眼点 雇用慣行の ｢固着性｣ を生じさせる要因

の 1つは ｢曖昧性忌避｣ である を提示するもので

ある｡
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